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第 条 １ ～ ２ （ 略 ）41

３ 内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 章 第 二 節 の 規 定 を 施 行 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と

、 、 、き は そ の 職 員 に 消 費 生 活 用 製 品 の 製 造 又 は 輸 入 の 事 業 を 行 う 者 の 事 務 所

工 場 、 事 業 場 、 店 舗 又 は 倉 庫 に 立 ち 入 り 、 消 費 生 活 用 製 品 、 帳 簿 、 書 類 そ の

他 の 物 件 を 検 査 さ せ る こ と が で き る 。

４ 前 ３ 項 の 規 定 に よ り 職 員 が 立 入 検 査 を す る 場 合 に お い て は 、 そ の 身 分 を 示

す 証 明 書 を 携 帯 し 、 関 係 者 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。

５ ～ （ 略 ）11

第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 に よ る 立 入 検 査 の 権 限 は 、 犯 罪 捜 査 の た め12

に 認 め ら れ た も の と 解 釈 し て は な ら な い 。

第 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。59 30

一 ～ 七 （ 略 ）

八 第 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 に よ る 検 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 又 は 忌41

避 し た 者

九 （ 略 ）

備 考 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 Ｂ ８ と す る こ と 。


